別表第1（第3条関係）

	事　　　　　　　　　　　　　項
	名 義 者

	１　法令等により，学長が行うべきものとされているものに関する文書
２　本学の組織及び運営に関する文書
３　学長相当の職をあて名とする発信文書及び返信文書
４　全学を対象とする事項，行事等の決定文書
	学　　長

	
	

	
	

	
	

	５　法令等により，理事が行うべきものとされているものに関する文書
６　理事相当の職をあて名とする発信文書及び返信文書
	理　　事

	７　法令等により，監事が行うべきものとされているものに関する文書
８　監事をあて名とする発信文書及び返信文書
	監　　事

	９　法令等により，副学長が行うべきものとされているものに関する文書
10　副学長相当の職をあて名とする発信文書及び返信文書
	副学長

	11　法令等により，事務局長が行うべきものとされているものに関する文書
12　事務局長相当の職をあて名とする発信文書及び返信文書
13　事務職員を対象とする事項，行事等の決定文書
14　学長，理事又は副学長の行うべき行為，決定等の施行に伴う連絡文書のうち，特に重要な文書
	事務局長

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	15　法令等により，部局の長が行うべきものとされているものに関する文書
16　部局の長相当の職をあて名とする発信文書及び返信文書
17　当該部局の運営に関する事項，行事等の決定文書
18　学長の行うべき行為，決定等の施行に伴う連絡文書のうち，重要な文書
	部局の長

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	19　法令等により，主管部長が行うべきものとされているものに関する文書
20　主管部長相当の職をあて名とする発信文書及び返信文書
21　学長，理事，副学長又は事務局長の行うべき行為，決定等の施行に伴う連絡文書のうち，重要な文書
	主管部長

	
	

	
	

	
	

	
	

	22　法令等により，主管課長が行うべきものとされているものに関する文書
23　主管課長相当の職をあて名とする発信文書及び返信文書
24  主管課又は室の所掌事務に係る決定事項の学内通知文書
25　学長，理事，副学長，事務局長，部局の長又は主管部長の行うべき行為，決定等の施行に伴う連絡文書のうち，軽易な文書
	主管課長

	
	

	
	

	
	

	
	



